
回答番号 委員名 対象章 改正の必要性 対象となる場所 意見

1 葛原優子 4章

【運用（１）成果】

地域ICT活用支援事業補助制

度により、行政と区・自治会

長と区民と情報共有のスピー

ドアップと効率化に取り組み

ました。

・第17条の成果の部分で、地域ICT（情

報通信技術）活用支援事業補助制度で情

報提供や共有の取り組みの内容が知りた

いです。またその他に何か実績等があっ

たら教えて欲しいです。ご高齢で体が不

自由な方の遠隔医療とか、ご高齢の方が

孤独にならないようなコミュニケーショ

ンツール等があったら良いなと思いま

す。

1 葛原優子 4章

【運用（１）成果】

地域ICT活用支援事業補助制

度により、行政と区・自治会

長と区民と情報共有のスピー

ドアップと効率化に取り組み

ました。

・17条に限らず「情報」というワードが

条例の中にたくさん出てきているのにそ

の「情報」が住民の方々にしっかり届い

てない気がします。非常に勿体ないと思

います。

資料２（第17条）



2 吉田泰啓 4章

【運用（２）課題】

・市街地においては、区・自

治会への加入率が３割まで低

下している地域もあり、有事

におけるご近所のむ支えあい

や相互扶助など、区・自治会

の本来の機能が発揮すること

が難しくなりつつあり、改め

て加入促進の取り組みが必要

となっています。

・区・自治会への加入率の低下や役員の

担い手不足といった問題も起こってい

る。区・自治会の再編も検討していくこ

とが必要である。

3 吉田泰啓 4章

【運用（２）課題】

・自治振興会の存在が区・自

治会の活動が重荷になってい

るとの意見もあり、依然とし

て区・自治会と自治振興会の

役割分担が整理されていない

地域があります。

・区・自治会と自治振興会・まちづくり

協議会役割分担については、まず、一つ

になって（大きな括り）から考えること

も必要ではないか。大きな括りは、学区

にこだわらず地域性のある自治振興会・

まちづくり協議会とは、連携した事業や

予算を計画していくことが必要ではない

か。



回答番号 委員名 対象章 改正の必要性 対象となる場所 意見

1 橋本善信 第4章

自治振興会とまちづくり協議会の併記

を。

区・自治会、自治振（グランドデザイ

ン推進チーム）、まち協、コミュニテ

イスクール（地域学校協働本部）の連

携と協働して地域課題の解決を。

2 吉田泰啓 第4章

【解説】

まちづくり協議会は、当該地域の区

及び自治会をはじめ、各種団体、Ｎ

ＰＯ、企業等の参加により組織化さ

れ、地域の関係団体等が連携・協力

しし、区及び自治会だけでは解決で

きない広域的課題を話し合い、解決

に向けて取り組む協議体（プラット

フォーム）です。

・当該地域の区及び自治会をはじめ、

各種団体、ＮＰＯ、企業等の参加によ

りでは、条文にある市長等は、参加に

含まれないのでしょうか。

資料２（第18条）



回答番号 委員名 対象章 改正の必要性 対象となる場所 意見

資料２（第18条）

3 吉田泰啓 第4章

【運用（１）成果】

・「活動資金」において、自治振興

交付金制度を活用し、市民税決算額

の３％以内で予算に定められた額を

自治振興会ごとに算出し交付してい

ます。

・各自治振興会・まちづくり協議会の

算出基準に実情に合っていない算出方

法と思いますので見直しを行い、不公

平感のない算出方法による交付をして

もらいたい。

・市職員が業務のの一環として自治振

興会活動に参加することで、職員の育

成と地域住民との信頼関係を築くた

め、地域活動職員研修を導入しました

とありますが、具体的にどのような研

修会なのか、どのような内容の研修な

のか計画にしてもらいたい。

4 吉田泰啓 第4章

【運用（１）成果】

・市職員が業務のの一環として自治

振興会活動に参加することで、職員

の育成と地域住民との信頼関係を築

くため、地域活動職員研修制度を導

入しました。

・具体的にどのような研修会なのか、

どのような内容の研修なのか計画にし

てもらいたい。



回答番号 委員名 対象章 改正の必要性 対象となる場所 意見

資料２（第18条）

5 吉田泰啓 第4章

【運用（２）課題】

自治振興会制度の開始から１３年が

経過するなか、以前として区・自治

会との役割分担が不明確な地域も多

く、スケールメリットを活かした課

題解決の取り組みに至っていませ

ん。

・１３年も立ち当初の計画どおりに進

んでいない地域（自治振興会・まちづ

くり協議会）は、今後、改善していく

具体的な方策はありますか。



回答番号 委員名 対象章 改正の必要性 対象となる場所 意見

資料２（第18条）

6 吉田泰啓 第4章

【運用（２）課題】

自治振興会の理念が浸透しておら

ず、区・自治会、各種団体、ＮＰ

Ｏ、企業等を含めた協議体としての

役割が十分に果たせていません。結

果として、地域住民の負担が増した

との意見もあります。

・役割が十分に果たせていない理由と

すべての地域（自治振興会・まちづく

り協議会）にも言えることですか。

7 吉田泰啓 第4章

【運用（２）課題】

当初、行政（各部局）が分野縦割り

で交付してきた補助金制度等を統合

した形で自治振興交付金制度を開始

しましたが、１３年を経過するなか

で分野別補助金が新設されたケース

もあり、改めて整理統合を図るとと

もに、行政との協働を軸とした仕組

みへとリニューアルを図る必要があ

ります。

・自治振興交付金の見直しということ

かと思いますが、補助金制度との明文

化して、違いを明確にすべではないで

すか。
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資料２（第18条）

8 吉田泰啓 第4章

【運用（２）課題】

人口割を中心とした自治振興交付金

の算定基礎が不公平との意見もあ

り、交付金の算定基礎の見直しを進

める必要がある。

・交付金の算定基礎が今までに見直し

がされてこなかったこと事体が問題で

す。見直しが必要ということであれ

ば、早急に実施すべきではないです

か。

9 山本尚路 第4章

今回に関しては、事務局の意向がある

と思いますので、委員会の場で事務局

案の趣旨説明を伺った上で、この章の

検討を行いたいと考えています。従

い、事前の私からのコメントは「な

し」で回答させて頂きます。端的にで

はなく順序だった事務局案の趣旨説明

をよろしくお願いします。追加資料が

増える分には私は構いません。

9 山本尚路 第4章

自治振興会及びまちづくり協議会に関

しては、あげ出せばキリがないほどの

問題や課題があるという感覚はありま

すので、個人的には本条例の条文や解

説は比較的に抽象度の高い文章で良い

かと考えています。
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資料２（第18条）

9 山本尚路 第4章

さらに具体的に自治振興会及びまちづ

くり協議会に関しての枠組みを明確に

し、どの地域でも概ね同じような足並

みで組織運営をした方が良いのであれ

ば、湖南市のように「湖南市地域まち

づくり協議会条例」のような条例を作

ることも一つの選択肢ではあるかと考

えています。



回答番号 委員名 対象章 改正の必要性 対象となる場所 意見

1 吉田泰啓 第4章

【運用（２）課題】

市民協働事業提案制度を継続し

て実施しているものの、情報発

信が不足しており、市民および

職員に対して協働の重要性を発

信する必要があります。

・「市民協働事業提案制度」は、現在も

応募があるのでしょうか。

・【スタートアップ枠】【若者チャレン

ジ枠】の提案はあるのでしょうか。ま

た、既に実施されているのでしょうか。

・協働の重要性の発信が不足している原

因は何ですか。

資料２（第19条）
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1 吉田泰啓 第4章

【条文】

市民及び市長等は、地域の将来

を担う人材の発掘、育成及びそ

の組織づくりを推進します。

市民及び市長等は、地域の将来を担う

人材の発掘、育成及びその組織づくり

を推進します。とありますが、具体的

にどのような組織づくりを推進してい

くのですか。

2 吉田泰啓 第4章

【解説】

ここでは、公益の増進に取り組

む市民の活動に対する行政の支

援や、行政に委ねるだけでなく

市民同士も支え合いながら、関

心のない方への働きかけ、人材

の発掘や育成、組織づくりにつ

いて述べています。

関心のない方への働きかけとは、何に

対して関心がない人ですか。

資料２（第20条）
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資料２（第20条）

3 吉田泰啓 第4章

【解説】

※中間支援組織について‥‥‥

‥　市民活動の活性化を図るた

めの支援を行うとともに、多様

な主体の連携を促進し、調整を

行う組織です。

行政と市民、市民と市民、市民

と企業などの間で、中立的な立

場で協議を推進する役割を担い

ます。

・中立的な立場でとありますが、市民

の立場で協議を推進するのではないの

でしょうか。

また、まちづくり協議会の役員等は、

地域から選出されている住民なので、

中立的な立場にたって協働を推進する

という役割は、難しいのではないで

しょうか。見解をお聞かせいただきた

い。

4 吉田泰啓 第4章

【運用（２）課題】

自治振興会・商工会・社協等の

各中間支援組織との情報交換を

行い、それぞれの課題を共有

し、資源をつなぐことが必要で

す。

自治振興会・まちづくり協議会・商工

会・社協等の各中間支援組織との情報

交換とは、どのような場で行うのです

か。また、それぞれの課題を共有し、

資源をつなぐことが必要とあります

が、誰がどのようにして課題を共有す

るのですか。資源をつなぐとはどのよ

うな方法でするのですか。
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資料２（第20条）

5 平子明美 第4章

【運用（２）課題】

NPO法人や市民活動団体に対し

ての個別相談や人材育成に取り

組んでいるが、各団体の交流を

促しエンパワメントを高めるこ

とが必要です。

・相談体制について、市役所の職員さ

んは異動等もあり継続した相談対応が

難しいと感じる。また、相談に伺った

際にたらい回しになることもあり、各

課と連携したワンストップ窓口を担っ

てもらいたい。さらに、市役所内の職

員にも相談窓口の存在を認識してもら

う必要がある。

6 平子明美 第4章

【運用（２）課題】

行政が中間支援を行うにあた

り、専門性・継続性等の観点か

ら民間への移行を検討する必要

があります。

・活動をスタートする時だけではな

く、資金や人材の面でも継ぎ目なく相

談にのってもらえる伴走支援が必要。



回答番号 委員名 対象章 改正の必要性 対象となる場所 意見

1 吉田泰啓 第4章

【運用（１）成果】

いまだ住民投票は実施したこと

はない。

住民投票があることを知らないの

ではないでしょうか。

2 吉田泰啓 第4章

【運用（２）課題】

情報公開や政策形成プロセスを

経た結果として、住民投票の実施

がないのか。住民投票制度その

ものの周知が不足しているのかは

測る方法がない。

住民投票事体が知らないのではな

くて、まちづくり基本条例を知ら

ないのではないでしょうか。

資料２（第21条）


